
1 

一一般般社社団団法法人人日日本本看看護護系系大大学学協協議議会会  高高度度実実践践看看護護師師教教育育課課程程認認定定委委員員会会規規程程  

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条及び

第８条に基づき、高度実践看護師教育課程認定委員会（以下「認定委員会」という）の設置及び運営

等に関する基本的事項を定める。 

（目的） 

第１条 委員会は、高度実践看護師教育課程の普及に向けて、高度実践看護師教育課程の審査・認定、 

専門看護分野の特定を行うとともに、認定体制のあり方を検討することを目的とする。 

２ 高度実践看護師教育課程の認定等にあたり、他の関係機関と連携・協議する。 

（委員会の審議事項） 

第２条 認定委員会は、高度実践看護師教育課程認定規程に基づき次に掲げる事項を審議する。 

（１）高度実践看護師教育課程の認定体制及び運営に関すること。

（２）専門看護分野の教育課程の特定等に関すること。

（３）専門看護分野の教育課程の認定に関すること。

（４）その他、認定等に関する重要な事項。

（委員会の構成） 

第３条 認定委員会は、各専門分科会の代表者、高度実践看護師教育課程に携わっている者及び有識 

者の若干名からなる委員をもって構成する。 

２ 認定委員は、認定委員会の推薦を経て理事会の承認を得る。 

３ 認定委員会の委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

（委員会の運営） 

第４条 認定委員会は、委員長が招集し、その議事を整理する。 

２ 委員会の事務は、委員長が所属する会員校が担当することができる。 

（専門分科会） 

第５条 認定委員会は、専門看護分野の教育課程の認定を行うにあたり、専門看護分野ごとに専門分

科会を設けるものとする。 

２ 専門看護分野の代表者は、認定委員会の委員となり、専門分科会の委員長を務める。 

３ 専門看護分野の代表者は、認定委員会に対して分科会の委員を推薦する。 

４ 専門看護分野の代表者は、議事録を作成しこれを保管しなければならない。 

５ 分科会は、非公開とする。 

（専門分科会委員の任命と任期） 

第６条 専門分科会委員は、原則として大学院において高度実践看護師教育課程に携わっている者、

若干名で構成し、認定委員会委員長が任命する。 

２ ただし、新たに立ち上がった分科会あるいは認定教育課程が少数の分科会に限り、以下のいずれ

かに該当する者を、委員としておくことができる。 

（１）大学院において高度実践看護師教育課程に携わっていた経験を有する者

（２）専門分科会の委員として、審議にかかわった経験を有する者

（３）専門分科会領域において、優れた業績を有する者

３ 分科会の委員の任期は、２年とし再任を妨げない。 
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（専門分科会の審議事項） 

第７条 専門分科会は、認定委員会の諮問を受け、次に掲げる事項を審議する。 

（１）専門看護分野別の専攻教育課程についての判定基準の作成に関すること。

（２）申請があった高度実践看護師教育課程について、専門看護分野別の専攻教育課程の適切性を審

査し、その結果を認定委員会に報告する。 

（３）その他、認定委員会から委嘱された事項。

（本規程の改正） 

第８条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 

附則 １．この規程は、２０１１年１月１０日から施行する。 

２．この規程の改正は、２０１５年２月１６日から施行する。 

３．この規程の改正は、２０１７年３月２０日から施行する。 

４．この規程の改正は、２０１８年１０月５日から施行する。 


